
松江市告示第 173 号 

 

松江市災害見舞金の支給に関する要綱（平成 18 年松江市告示第 339 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

令和 4 年 3 月 31 日 

松江市長  上 定 昭 仁      

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

(支給の種類) (支給の種類) 

第 3 条 略 

被害の内容 災害見舞金の額 

略 

死亡 1 人につき 100,000 円 

略 
 

第 3 条 略 

被害の内容 災害見舞金の額 

略 

死亡 1 人につき 50,000 円  

略 
 

(適用除外) (適用除外) 

第 4 条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この要綱による災害見舞金を

支給しないものとする。 

第 4 条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、       災害見舞金を

支給しないものとする。 

(1) 松江市災害弔慰金の支給等に関する

条例（平成 17 年松江市条例第 180 号）第

3 条の規定により災害弔慰金が支給され

るとき。 

(1) 松江市災害弔慰金の支給等に関する

条例（平成 17 年松江市条例第 180 号）第

3 条に規定する 災害弔慰金が支給され

るとき。 

(2) 松江市災害弔慰金の支給等に関する

条例第 9条の規定により災害障害見舞金

が支給されるとき。 

(2) 松江市災害弔慰金の支給等に関する

条例第 9条に規定する 災害障害見舞金

が支給されるとき。 

(3)・(4) 略 (3)・(4) 略 

   

附 則 



（施行期日） 

1  この告示は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  改正後の松江市災害見舞金の支給に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の災害

により被害を受けた市民に交付する見舞金から適用し、同日前の災害により被害を受けた市

民に交付する見舞金については、なお従前の例による。 


